
 

 

    

    

    

県内県内県内県内 10101010 支部支部支部支部    

●城北支部 TEL0968－57－4651●菊鹿支部 TEL0968－24－0415 

●西部支部 TEL096－283－7811●東部・阿蘇支部 TEL096－365－6626 

●宇城支部 TEL0964－22－1904●天草支部 TEL0969－23－7950 

●八代支部 TEL0965－34－3732●水俣芦北支部 TEL0966－78－5315 

●人吉球磨支部 TEL0966－22－6864 

● 一般・・・・・・・ 3,100 円 ・ 500 円 

● 61 歳以上・・・・ 1,700 円 ・ 500 円 

● 女性・20 歳未満・ 2,200 円 ・ 500 円 

○ 組合加入金・・・・・・・ 2,000 円 

建築大工・造作大工・建て方大工・仕上げ工・営繕・墨だし・型枠大工・左官・建

具・サッシ・表具・経師・襖製作取り付け・塗装工・ガン吹工・看板工・板金工・

鳶・解体工・基礎工・玉掛・杭打工・電気工・土木工・土工・法面工・アンカーボ

ルト・舗装工・カッター工・サイクリング工（路面切込み）・さく井工・シールド工・

ケーソン工・ボーリング工・地質調査・畳工・石工・ハツリ・採石工・鉄筋工・鉄

骨工・鉄工・リベット工・溶接工・空調工・給排水管工・ダクト工・保温工・ガス

配管・タイル工・屋根工・瓦・枌工・屋根葺・スレート・造園工・ガラス工・木工 

室内装飾・インテリア・クロス・床張工・天井工事・軽天          他 

ohataya
長方形



 

土木・建築など建設業で県下最大の事務組合 

●一括有期工事労災●一括有期工事労災●一括有期工事労災●一括有期工事労災   （建築事業の場合） 

事業主は、労働者を使用する場合、労災保険の強制適用事業所

となります。 

 

●事業主も一人親方も「特別加入労災」に●事業主も一人親方も「特別加入労災」に●事業主も一人親方も「特別加入労災」に●事業主も一人親方も「特別加入労災」に    

事業主や一人親方は、元請の労災は 

適用されません。「労災特別加入」に 

加入し、給付を受けることができます。 

 

 

積み立てならやっぱり 

（建設業退職金共済制度） 

組合で建退共手帳つくれます！ 

一人親方も入れます！ 

           

 

あんしん！西日本自動車共済あんしん！西日本自動車共済あんしん！西日本自動車共済あんしん！西日本自動車共済    

             組合員なら 10％オフ！ 

①事業用の車両も入れます 

②民間損保と同じサービス 

賃金・工事代金不払いも賃金・工事代金不払いも賃金・工事代金不払いも賃金・工事代金不払いも    

ご相談ください！ご相談ください！ご相談ください！ご相談ください！ 

 

組合が一緒に対応します。法的な相談な

ら熊建労の顧問弁護士なら相談無料！ 

建設業許可の建設業許可の建設業許可の建設業許可の    

新規新規新規新規取得・更新も取得・更新も取得・更新も取得・更新も    

経営相談も組合へ 

まもりすまいまもりすまいまもりすまいまもりすまい保険にゆうゆう住宅保険にゆうゆう住宅保険にゆうゆう住宅保険にゆうゆう住宅（長期優良住宅）（長期優良住宅）（長期優良住宅）（長期優良住宅）・木材利用ポイント・木材利用ポイント・木材利用ポイント・木材利用ポイント    

熊建労は、住宅瑕疵担保履行法にもとづく「まもり住まい保険」＜（財）住宅保証

機構＞をとり扱い、備えは万全です。また全建総連のブランド高規格住宅「ゆうゆう

住宅」で新築すればバッチリ！ 

建設に働く仲間の 

健康保険はやっぱり            （中央建設国民健康保険） 

建設職人がつくった健康保険だから建設職人がつくった健康保険だから建設職人がつくった健康保険だから建設職人がつくった健康保険だから、、、、もしもの給付もバッチリ！もしもの給付もバッチリ！もしもの給付もバッチリ！もしもの給付もバッチリ！    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※※※※株式会社・有限会社などの株式会社・有限会社などの株式会社・有限会社などの株式会社・有限会社などの法人事業所で働こうという法人事業所で働こうという法人事業所で働こうという法人事業所で働こうという方も方も方も方も    

「中建国保「中建国保「中建国保「中建国保++++厚生年金」の形で加入できます。厚生年金」の形で加入できます。厚生年金」の形で加入できます。厚生年金」の形で加入できます。    

 

●●●●健康保険料健康保険料健康保険料健康保険料++++後期支援金後期支援金後期支援金後期支援金        ※※※※26262626 年年年年 3333 月月月月 31313131 日まで日まで日まで日まで    

（円） 事業主 １人親方 職人 ３０歳未満 ２５歳未満 ２０歳未満 

本 人 21.200 18,000 15,300 11,100 9,000 6,900 

家 族 3 歳～74 歳 １人・4,500 円×最高 5 人 （5 人以上は同額） 

※※※※後期支援金内訳後期支援金内訳後期支援金内訳後期支援金内訳    

 事業主 １人親方 職人 ３０歳未満 ２５歳未満 ２０歳未満 

本 人 3,900 3,300 3,000 2,100 2,000 1,900 

家 族 一人 1,600 円 

●介護保険料●介護保険料●介護保険料●介護保険料（１ヶ月）（１ヶ月）（１ヶ月）（１ヶ月）    

本 人 3,300 円 2,700 円 2,300 円 （40 歳～64 歳） 

家 族 1 人・1,900 円×人数 (40 歳～64 歳) 

 もしもの時にはもしもの時にはもしもの時にはもしもの時には    

    

 

①本人の医療費は 1 ヶ月の 1 診療報酬明細ごとの医療費負担は 1 万円までだから、あんしんして治療を受けられます。 

   ※1 万円を超えた医療費は、約 3 ヵ月後に払い戻しされます。入院で高額な場合は、最初から 1 万円にできる制度も！ 

②入院で中建国保は、最高 1 日 6,000 円の休業補償「傷病手当金」あり。 

③年 1 回、組合員本人と 20 歳以上の家族は無料で健診。元請への提出書類もＯＫ！ 40 歳以上はアスベスト検診だけもできる。 


